
基金の保有割合の算出

使用見込みの低い基金等の該当の有無 有・無

（※１）「見直し対象となる融資等業務」とは、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律（平成18年法律第47号）」第14条第３号に該当する融資等業務のことをいう。

（※２）「補助金等の交付により造成した基金の見直しについて」（平成20年12月24日行政改革推進本部
決定）

中小企業が若手人材等を確保できるように、合同就職説明会、ドリーム
マッチプロジェクト、地域魅力発見ツアー等を実施するとともに、中小企業
の従業員等の知識・技能習得のため、観光・集客サービスの実践型研修
を実施した。

基金の保有割合
0.89

(算出に用いた方式）
保有割合＝直近年度末の基金額÷事業が完了するまでに必要となる補
助・補填見込額
（算出に用いた方式）
直近年度末の基金額：1,008百万円
事業が完了するまでに必要となる補助・補填見込額：1,132百万円

目標達成度の評価

（※３）「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成18年8月15日閣議決定）」の３（４）エに基
づき検討した結果は、「使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果」欄に記載する。

使用見込みの低い基金等の取
扱いの検討結果（※３）

〔有の場合〕該当する理由

（使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討の結果）

その他

実施した見直しの概要（平成20
年12月24日行政改革推進本部
決定における措置内容等（※
２））

・平成22年度に基金の一部を国に返納。
・今後とも基金基準に適合するよう指導監督を実施

基金事業を終了する時期

平成30年度
（平成23年度三次補正予算を踏まえ、基金事業の終了時期を平成23年度
から平成30年度に延長）

次回の見直し時期 平成28年度

基金事業の目標
人材確保に資する事業及び実践型研修を通じて、中小企業等の人材確
保・育成に寄与すること。

基金額（国庫補助金等相当額） 1,306百万円（1,306百万円）　　（平成23年4月1日現在）

基金事業の概要
（見直し対象となる融資等業務
（※１）を行っている場合は、そ
の概要）

中小企業にとって重要な経営資源である「人材」の確保に資する事業を実
施するとともに、中小企業の従業員等を対象に知識・技能習得のための
実践型研修を実施

２．見直し結果（平成２３年度）

項目 講ずる措置

『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表資料

１．基金の概要（平成２３年度）

基金の名称 人材対策基金

法人名 日本商工会議所



基金の保有割合の算出

『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表資料

１．基金の概要（平成２３年度）

基金の名称 保証事業等に係る信用基金（債務保証事業）

法人名 日本商工会議所

基金額（国庫補助金等相当額） ５７百万円（５０百万円） （平成23 年4月1日現在）

基金事業の概要
（見直し対象となる融資等業務
（※１）を行っている場合は、そ
の概要）

商工会議所が行う基盤施設事業に係る借入に対する債務保証。

基金事業を終了する時期

本債務保証事業の対象となる「基盤施設事業」は、「商工会及び商工会
議所による小規模事業者の支援に関する法律」の認定に基づく事業で
あり、小規模事業者の施設の近代化を促進するとともに、事業の集団
化、共同化による経営の効率化、近代化を図り、小規模事業者の経営
の改善発達に寄与するためのツールとして公益性の高い事業であるこ
とから、継続的に実施していくことが必要であるため、当該事業について
は終期を設定しない。

次回の見直し時期 平成２７年度

基金事業の目標
商工会議所が小規模事業者の事業の共同化を支援することにより、小
規模事業者の経営の充実を図る。

２．見直し結果（平成２３年度）

項目 講ずる措置

実施した見直しの概要（平成20
年12月24日行政改革推進本部
決定における措置内容等（※
２））

○今後とも基金基準に適合するよう指導監督を実施

目標達成度の評価

平成１８年度に所要の見直しを行い、その後、監督基準を踏まえながら
債務保証事業の利用促進のため各種会議等において本制度内容の周
知徹底を図るなど、支援案件の掘り起こしに努めているところであり、更
なる経営の充実を図ることが必要。

基金の保有割合
１．１３

（算出に用いた方式）
保有割合＝直近年度末の基金額×基金保有額に対する債務保証限度
額の倍率÷（債務保証残高＋債務保証見込額＋損失引当金等＋管理
費）
（算出に用いた数値）
直近年度末の基金額：平成22 年度末の基金額：57 百万円
債務保証限度額の倍率：10 倍
貸付残高：平成22 年度末の貸付残高：0 百万円
債務保証見込額：502 百万円
管理費：事業終了までに要する管理費：0 百万円



使用見込みの低い基金等の該当の有無 有 ・ 無

（※２）「補助金等の交付により造成した基金の見直しについて」（平成20 年12 月24 日行政改革推進本部決

（※１）「見直し対象となる融資等業務」とは、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律（平成18 年法律第47 号）」第14 条第３号に該当する融資等業務のことをいう。

（※３）「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成18 年8 月15 日閣議決定）」の３（４）エ
に基づき検討した結果は、「使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果」欄に記載する。

使用見込みの低い基金等の取
扱いの検討結果（※３）

〔有の場合〕該当する理由 （基準３(4)ア【基準】②）

（使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討の結果）
前回見直し（平成18 年度）において、基金規模について検証を行い、平
成19 年度に基金の９割の国庫返納を行って基金規模の適正化を図った
ところである、その後、見直し後の基金の事業運営として、利用促進の
ため各地商工会議所に対し、各種会議等の場で制度内容等の周知徹
底を図るなどニーズの掘り起こしに努めているところであり、また、今後
の震災地域の復興の中で、小規模事業者の事業の集団化等により経
営の効率化等を図ることは潜在的なニーズがあると考えられるため、引
き続き本事業を実施していくことが必要である。
（積算根拠）
１件当たり事業規模：407,196 千円（平成18 年度基盤施設事業認定案
件等の平均）
１件当たり借入額：55,867 千円（平成18 年度認定案件等の借入割合平
均13.72 ％）
１件当たり債務保証見込額：502,280 千円（債務保証割合90 ％）
今後の債務保証見込件数：20 件（毎年１件、債務保証期間20 年）
債務保証残高：502 百万円（50,280 千円× 20 件× 1/2）
基金所要額：50 百万円（債務保証限度額の倍率10 倍）

その他


